
 

 

 

 

 

 

オンライン請求の保険医療機関等が紙媒体の返戻レセプト 

（付箋）から再請求の手順を判別する方法について 
 

 

 厚生労働省通知（令和５年１月 23 日付け保連発 0123 第１号等）により、やむを得ない場

合の必要な対応でなければ、紙媒体のみで返戻されたレセプトを除き再請求はオンラインによるものと示

されました。 

 また、紙媒体の返戻レセプトは、令和６年９月まで、オンラインにより再請求するものも含めて従来ど

おり審査支払機関から送付することとされています。 

 そのため、紙媒体の返戻レセプト（付箋）から「オンラインにより再請求するもの」と「紙媒体の返戻レ

セプトにより再請求するもの」を判別する方法を以下のとおり取りまとめましたので、再請求する際にはご

留意いただきますようよろしくお願いします。 

 なお、異なる審査支払機関にオンラインにより再請求する場合（国保⇔社保に変更等）や異なる点

数表で再請求する場合（ＤＰⅭ⇔医科に変更等）は、一次請求分の請求ファイルを作成して請求す

る（初回請求として月遅れレセプトと同様に作成）とされていますので、併せてご留意いただきますよう

よろしくお願いします。 

 

 

返戻再請求の方法 

紙媒体の返戻レセプト 再請求の手順 

別紙様式の付箋が 

添付されるレセプト 

オンラインから返戻データをダウンロード（直近３か月分のみ可能）して、

医療機関等のレセコンに取り込んで修正した上で、オンラインにより再請

求します。※（紙媒体の返戻レセプトは、確認用にのみ使用します。） 

別紙様式でない付箋が 

添付されるレセプト 

オンラインから返戻データは送付されませんので、紙媒体の返戻レセプトを

用いて再請求します。 

 

 

また、オンライン請求システムの操作方法については、同画面に掲載されたオンライン請求システム操

作手順書をご覧いただくか、オンライン請求システムヘルプデスク（0120-60-7210）までお問い合わ

せくださるようお願いします。 

オンライン請求の保険医療機関・薬局の皆様へ 

大阪府国民健康保険団体連合会 








